
中山間地域等直接支払交付金
－ －中山間地域等直接支払制度の継続的な実施

１ 趣 旨
耕作放棄地の増加等により多面的機能の低下が特に懸念されている中山間地域等

において、多面的機能の維持・増進を一層図るため、自律的かつ継続的な農業生産
活動等の体制整備に向けた前向きな取組等を推進するとの考えの下で、本制度を継
続的に実施する。

２ 事業の内容
(1) 対象地域及び対象農用地

①の地域振興立法等の指定地域のうち、②の要件に該当する農用地区域内に存する
１ｈａ以上の一団の農用地
① 対象地域

特定農山村法、山村振興法、過疎法、半島振興法、離島振興法、沖縄振興開発特
別措置法、奄美群島振興開発特別措置法、小笠原諸島振興開発特別措置法の指定地
域及び都道府県知事が指定する地域

② 対象農用地
ア 急傾斜農用地（田1/20以上、畑、草地及び採草放牧地15度以上）
イ 自然条件により小区画・不整形な田（大多数が30ａ未満で平均20ａ以下）
ウ 草地比率の高い（70％以上）地域の草地
エ 市町村長が必要と認めた農用地（緩傾斜農用地（田1/100以上1/20未満、畑、
草地及び採草放牧地８度以上15度未満 、高齢化率・耕作放棄率の高い農地））

オ 都道府県知事が定める基準に該当する農用地
(2) 対象行為

集落協定等に基づき、①集落の将来像を明確化した活動計画の下での５年間以上継
続して行われる農業生産活動等、②一定の要件の下での農用地保全体制の整備（必須
要件）や地域の実情に即した農業生産活動等の継続に向けた活動（選択的必須要件）
の実施。

(3) 対象者
集落協定又は個別協定に基づき、５年間以上継続して農業生産活動等を行う農業者

等（第３セクター、生産組織等を含む ）。
(4) 交付単価

地 目 区 分 10a当たり単価

急傾斜 ２１，０００円
田

緩傾斜 ８，０００円

急傾斜 １１，５００円
畑

緩傾斜 ３，５００円

急傾斜 １０，５００円

草 地 緩傾斜 ３，０００円

１，５００円草地比率の高い草地

急傾斜 １，０００円
採草放牧地

緩傾斜 ３００円

注１）(2)の対象行為において②を実施しない場合には上記単価の８割の単価とする。

注２）以下の取組を実施する場合は、取組に応じて田で500円～1,500円／10a、畑・草地で500円／10a等の上乗せ

を行う。

① 担い手への農地利用集積を新たに一定割合以上行う場合

② 新規就農者や担い手が条件不利な農地を引き受けて規模拡大する場合

③ 一定規模以上の耕作放棄地の復旧を行う場合

④ 法人を設立する場合

３ 事業実施主体等
(1) 事業実施期間：平成１７年度～平成２１年度
(2) 事業実施主体：中山間地域等の市町村
(3) 補 助 率：定額

４ 平成１８年度概算決定額（平成１７年度予算額）
（２１，８００，０００）千円２１，８００，０００

【担当課：農村振興局整備部地域整備課】


